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７－５．『人事メニュー』― データ入力 

 「同時年末調整」「単独年末調整」ともに『人事メニュー』にて必要な人事情報を 

ご入力ください。 

１） 人事マスタ入力 

  人事情報を画面より入力します。  
 
『人事管理』⇒『人事メニュー』－「人事マスタ入力」 
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（１）「基本」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 漢字氏名（戸籍）／ カナ氏名（戸籍） 

登録のある場合は、『源泉徴収票』等の氏名にこちらが表示されます。 

 

②生年月日 

※ eLTAXをご利用のお客様は年末調整時より当欄が必須項目となります。 

未入力の場合、仮処理にてエラーメッセージが表示されます。 

  （生年月日に登録がない場合、PCdeskへの取り込み時にエラーとなります） 

 

③ 障害者 

一般障害者、特別障害者の場合は、それぞれ障害者控除をうけます。 

 

④ 退職年月日／退職連携開始年月日 

年末調整処理までに退職処理をした方は、『給与支払報告書』の摘要欄に「普通徴

収：退職等」と自動的に表示します。（「普通徴収：退職等」の表示を消すことは 

できません）  

 

１ 

４ 

 
２ 

 
３ 
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（２）「住所」画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 住民票所在地 

  こちらに登録のある場合は、『源泉徴収票』等にこちらが表示されます。 

  翌年１月１日までの住所の異動がわかっている場合は、「追加」ボタンより適用開始 

  年月日・翌年１月１日現在の住所をご登録ください。なお、同時年末調整、単独年末 

調整処理時は、人事連携の際に住所情報基準日時点ではなく、翌年の１月１日時点の 

住所を自動的に連携します。 

※ 漢字とカナの関係について 

漢字とカナの名称はリンクしていません。漢字住所（住民票）のみに住民票の住所を登

録し、カナ住所（住民票）は登録しなかった場合は、漢字住所：住民票の住所、 

カナ住所：現住所のように表示の不整合が発生します。住民票住所および戸籍氏名の登

録をする場合は、必ず漢字・カナをセットでご入力ください。（カナ住所は省略可） 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 従業員が住所の変更をした場合、従業員サイト公開時点で「現住所」と「住民票所在地」 

 の両方に登録がある方は「住民票所在地」のデータを、「現住所」のみに登録がある方は 

 「現住所」のデータを変更いたします。 

 （👤従業員申請システムご利用のお客様は除く） 

 納品された「住所」データを外部取込後、住所歴一覧にて「適用開始年月日」が 

 「20XX/12/01」の歴が追加されていることを確認いただけます。 

１ 
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（３）「家族」画面 

 

基本的には、税扶養している扶養家族の登録をしてください。（配偶者除く） 

＜登録時のポイント＞ 

・税扶養（合計所得金額が 58万円以下の方）している扶養家族の登録が必要です。 

・配偶者は、扶養していなくても登録が必要です。 

（配偶者有無を判断）（配偶者特別控除対象の方も、名前を『源泉徴収票』等に表示） 

・年少扶養親族の方の登録が必要です。 

（配偶者「非該当」、扶養「控除対象扶養親族」、直系尊属「非該当」で登録） 

 ・退職所得を含めると年間所得見積額が 58万円を超えるが、退職所得を除くと 

  58万以下となる方も登録してください。（扶養「対象外」） 

 ・特定親族特別控除対象の方も、登録が必要です。 

 （扶養「対象外」、年度「対象年度」、年間所得見積額「58万円超～123万以下」 ） 

◎Web マイナンバー管理サービスご利用のお客様の登録時のポイント 

 漢字氏名・カナ氏名・生年月日は、PROSRV も Web マイナンバー管理サービスも 

 全て登録し、かつ、同一内容としてください。登録内容のチェックは、「差分データチェ

ック」で可能です。 

１ 

５ 

４ 

６ 

８ 

１４ 

※ 

１１ 

１３ 

７ 

２ 

㋑ 

１０ 

３ 

１２ 

 

９ 
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※ 扶養情報（年末時点） 

「家族情報」を入力すると自動的に年末時点の扶養人数を算出します。 

 

＜配偶者の登録について＞ 

㋑「控除対象配偶者」は③生年月日④配偶者「該当」、⑤扶養、⑥源泉控除対象配偶者、

⑦配特控除年調反映の登録内容によって自動セットされます。 
扶養情報(20XX 年年末時点) 家族情報への登録内容 

㋑控除対象配偶者 ③生年月日 ④配偶者 ⑤扶養 ⑥源泉控除

対象配偶者 

⑦配特控除 

年調反映 

A：同一生計 70 歳未満  

 

 

該当 

 

 

 

１．控除対象扶養親族

（控配・年少含む） 

 

非該当 (入力不可) 

Ｂ：同一生計（老人） 70 歳以上 

１：源泉控除対象 70 歳未満 該当 (入力不可) 

２：源泉（老人）控除対象 70 歳以上 

３：源泉（配特）控除対象  

不問 

 

０．対象外 

 

 

該当 

反映しない 

C：源泉（配特）控除対象 

（年調時控除） 

反映する 

０：非該当 非該当 (入力不可) 

   

㋑「控除対象配偶者」区分について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・月例給与（賞与等）の所得税計算 

㋑「控除対象配偶者」区分が、「1：源泉控除対象」「2：源泉（老人）控除対象」「3：源泉 

（配特）控除対象」のときに扶養人数に１を加算して所得税計算を行います。 

 

・年末調整時の配偶者控除額・配偶者特別控除額の算出方法 

以下登録された㋑㋺㋩より判断し、配偶者控除・配偶者特別控除の額を算出します。 

㋑「控除対象配偶者」区分（家族情報の配偶者の登録より） 

㋺本人年間所得金額 （＝給与所得控除後の金額+(520)「本人合計所得加算額」） 

㋩ (515)「配偶者合計所得」 

⇒登録された㋑㋺㋩が不一致の場合、結果メッセージを出力します。 

（＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞参照） 

58 万円 

(123 万円) 

95 万円 

(160 万円) 
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① 漢字氏名 カナ氏名 

登録した通りに『源泉徴収票』等の「（源泉・特別）控除対象配偶者」「控除対象扶養親

族」「１６歳未満の扶養親族」欄に名前が表示されます。 

◎Web マイナンバー管理サービスにマイナンバーの登録があれば、マイナンバーも 

印字されます。（『源泉徴収票』（税務署提出用）、『給与支払報告書』のみ） 

 

② 非居住区分 

日本国内に居住していない親族については、非居住の登録をしてください。『源泉徴収票』等

の「区分」欄に 01～04等 のコードが印字されます。 

登録がない（ブランク）の場合には、「0：居住者」として扱います。 

  なお、非居住者の登録には、以下２点の確認が必要です。 

  ・扶養の申請時に「親族関係書類」（月次で控除を受けない場合は年末調整時） 

  ・年末調整時に「送金関係書類」 

◎Web マイナンバー管理サービスにも、「非居住区分」がありますが、こちらに登録 

をしても、『源泉徴収票』等には表示されませんのでご注意ください。 

 
 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様  

「親族関係書類」「送金関係書類」のチェック作業はしませんので、お客様にて 

確認作業をしてください。 

 

③ 生年月日 

  登録された生年月日より「年少扶養親族」「老人」「内）特定扶養親族」「特定親族」の判

断をします。   

 

④ 配偶者 

  配偶者に該当する方は、「該当」を登録してください。 

 

⑤ 扶養 

扶養者の合計所得金額が 58万円以下の方は、本人の所得にかかわらず「1：控除対象

扶養親族（控配・年少含む）」を登録してください。「1：控除対象扶養親族（控配・年

少含む）」の方は、『源泉徴収票』等の「（源泉・特別）控除対象配偶者」（本人の所得

1000万円超の方は表示されない）「控除対象扶養親族」「１６歳未満の扶養親族」欄に

氏名が表示されます。 

以下のケースに該当し、所得金額調整控除を受ける場合、「2：他の所得者控除を受け
る扶養親族等」の登録が必要です。所得金額調整控除を受けた場合、『源泉徴収票』等
の摘要欄に「氏名（調整）」が表示されます。 

・他の所得者の控除対象扶養親族である 23歳未満の人がいる 

・他の所得者の控除対象扶養親族である特別障害者に該当する人がいる 

   
 （例）「妻」が子を「2：他の所得者控除を受ける扶養親族等」で登録するケース 

夫 収入８５０万超      妻 収入８５０万 
   子を「扶養」として登録       子を「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」として登録 

            23歳未満の子 
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⑥源泉控除対象配偶者（配偶者「該当」の方のみ入力可） 

 源泉控除対象配偶者（配偶者の合計所得金額 95万以下、かつ、本人の所得 900万 

 以下）に該当する方は「該当」を登録してください。 

 

⑦配特控除年調反映 

（配偶者「該当」、扶養「対象外」、源泉控除対象配偶者「該当」の方のみ入力可） 

 年末調整時にのみ控除する場合は「反映する」にしてください。 

（初期値「反映しない」の場合は、年末調整時だけでなく給与等でも控除します） 

  

⑧ 年度（年間所得見積額）／年間所得見積額 

④配偶者が「0：非該当」、⑤「扶養」が「0：対象外」、③「生年月日」より自動   

算出した年末時点での年齢が 19歳以上 23歳未満の方の特定親族特別控除の判定に必

要な所得を年間所得見積額（58万円超 123万円以下）、年度に対象となる年度（令

和 7年の場合「2025」）を登録してください。 

年間所得見積額が 58万円超 100万円以下の場合、月例給与（賞与）からも控除が適

用されます。 

 

  ※「年間所得見積額」は、『給与メニュー』の(515)「配偶者合計所得」には連携され

ません。 

 

⑨ 退職金受給年度／退職所得を除いた年間所得見積額 

扶養が「0：対象外」、かつ、④配偶者「該当」の場合は退職所得を除いた年間所得見積額

が 133万円以下、④配偶者「非該当」の場合は退職所得を除いた年間所得見積額が 58

万円以下に該当する場合のみに登録が可能です。 

所得税上は、扶養控除を受けられないが、住民税上は扶養控除を受けられる方となりま

す。また、所得税上、扶養控除を受けられる場合は、住民税上も受けるので登録は不要で

す。 

 
 （例）2023年度の「妻」が退職所得を除いた年間所得見積額が 12万の場合 
   （退職所得を含めると年間所得見積額が 133万円を超える） 
   

 

 

 

 

 

※2024年度（翌年）には、当年 2024年度の内容のみ参照するため、削除不要。 
   ただし、2024 年度にも退職所得を除いた年間所得見積額があった場合は、 

退職金受給年度を 2024年にし、再入力が必要。 
 

⑩同居 

  本人あるいは配偶者と同居しているか同居していないかの登録をしてください。 

 「２：同居（障害者控除用）」は、本人あるいは配偶者とは同居していないが生計を 

一にする扶養家族と同居している特別障害者の方に登録をしてください。 

（同居特別障害者となります） 
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⑪直系尊属 

  本人もしくは配偶者の父母，祖父母，曾祖父母の場合は、「該当」を登録してくださ

い。 

 （子供や孫は、「非該当」を登録してください） 

 

⑫障害者 

 一般障害者、特別障害者の場合は、それぞれ障害者控除をうけます。 

 

⑬ 離婚年月日 

 「離婚年月日」を登録すると、⑤扶養が「1：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」の

ままでも自動的に扶養対象外となります。 

 

⑭死亡年月日 

扶養親族等が年の途中で死亡された場合、当年は扶養控除を受けることができます。 

 「死亡年月日」を登録すると、⑤扶養が「1：控除対象扶養親族（控配・年少含む）」の

ままでも、翌年１月以降、自動的に扶養対象外となります。 

 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 かつ、👤従業員申請システムご利用でないお客様 

納品された「家族」データを外部取込すると、家族情報一覧にて「適用開始年月日」    

が「20XX/12/31」の歴が追加されていることを確認いただけます。 

 

かつ、👤従業員申請システムご利用のお客様 

納品された「家族」データを外部取込すると、⑧年度（年間所得見積額）／年間所得

見積額、⑨退職金受給年度／退職所得を除いた年間所得見積額の登録があった場合、

歴は追加せず、当年度内の最新履歴（※）に追加します。 

 

 

◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

「前処理結果ファイル」を取込すると、⑧年度（年間所得見積額）／年間所得見積額、

⑨退職金受給年度／退職所得を除いた年間所得見積額の登録があった場合、歴は追加

せず、当年度内の最新履歴（※）に追加します。 

 

 

 

当年度内の最新履歴（※） 

2025 年の年末調整であれば、2025 年 12 月 31 日までで 1 番近い歴に追加されます。 

＜例＞2025 年 11 月 01 日 

   2025 年 12 月 01 日 ← 追加 

   2026 年 01 月 01 日 

      の３つ歴が存在した場合、2025 年 12 月 01 日に追加される。 
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（４）「扶養優先」画面（「家族」画面にて「家族」情報を登録している場合は、登録不要） 

 

（＜「扶養優先」情報から「家族」情報へ切り替えの手順 ＞は次頁参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 扶養優先情報 

「家族」画面で登録いただいた扶養情報の優先欄です。（従業員ごと） 

「扶養優先」画面にて登録があった場合でも、「家族」画面に家族名が登録されている

場合は、『源泉徴収票』等に「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」欄に名前が表示

されます。 

   ＊全項目「０」で登録されている（「削除」が押せる）場合は、家族の名前も表示さ

れません。 

 

＜登録時のポイント＞ 

･ 扶養親族等が年の途中で死亡された場合、当年は扶養控除を受けることができます。 

当年中の登録はそのままとし、翌年１月処理時に「扶養優先」情報の変更を行って 

ください。 

･「特定扶養親族」(19 歳以上 23 歳未満)は内数です。「一般控除扶養人数」と「内）特定 

 扶養親族数」に登録してください。 

･ 「年少扶養親族」(16 歳未満)は所得税上の控除対象ではないため、「一般控除扶養人数」 

 には含みません。 

･ 「年少扶養親族」(16 歳未満)は、障害者控除は受けられます。 

 また、「ひとり親」の要件上の扶養の子供とみなされます。 

 

②画面入力は「取消」「削除」のみとなります。 

 「更新」は外部取込のみ可能です。 

 

 

 

１ 

２ 
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＜「扶養優先」情報から「家族」情報への切り替えの手順 ＞ 

「扶養優先」情報の内容から、「家族」情報へ登録の切り替えを行う際の手順です。 

 （以下①～⑨の手順をおこなってください） 

まず、「扶養優先」情報と「家族」情報の入力データの差分リストを出力します。 

差分があった場合、「家族」情報が正しくなるように、「家族」情報へデータを 

入力します。「家族」情報の登録内容に問題がないことを再度確認後、「扶養優先」 

情報を全員分一括削除し、以後「家族」情報にて管理します。 

 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「４．内容確認」「チェックリスト出力」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ↓ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「家族・扶養優先差分チェックリスト」にチェックします。 

②「家族集計基準年」が、当年であることを確認します。 

③「作成」ボタンを押下します。 

④「再読込」ボタンを押下すると、最新の状態に画面を更新できます。 

⑤「ダウンロード」に出来上がった「家族・扶養優先差分チェックリスト」を 

出力します。 

  

１ 

２ 

３ ４ 

５ 
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「家族・扶養優先差分チェックリスト」 

⑥「家族・扶養優先差分チェックリスト」にて差分データをチェックし、「扶養優先」

情報と「家族」情報の登録内容に差分があった場合、「家族」情報が正しくなるよう

に「家族」情報に入力します。 

 

『環境設定』⇒『システム管理メニュー』 ― 「扶養優先」「一括削除」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「家族」情報の登録内容が正しいことを確認後、「扶養優先」情報を全社員分 

  削除するために「一括削除」ボタンを押下します。 

⑧ ステータスが正常終了となれば完了です。 

⑨ 以後、「扶養優先」情報は使用せず、「家族」情報にて管理します。 

７ 

８ 
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（５）「発令」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 役職 

役職名称の登録があると、該当の名称を『源泉徴収票』等の右上の「役職名」欄に 

表示します。 

※お客様によっては、ご契約上表示しません。 

      

  

１ 
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（６）「摘要欄追加」画面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

① 摘要欄追加情報 

前職情報等を『源泉徴収票』等の摘要欄に表示する情報を登録する場合に使用します。 

人事連携時に、該当年度の「摘要欄追加」情報を、『給与メニュー』‐「年末調整」の 

「摘要欄１」「摘要欄２」（それぞれ 35 文字）を自動で設定をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 「摘要欄追加」画面（『人事メニュー』）は使用しません。 

 摘要欄データは、「摘要欄１」「摘要欄２」（『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性 

「年末調整」）のデータを納品していますので、修正がある場合は「摘要欄１」 

「摘要欄２」を修正してください。 

 

 

 

◆Web年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

従業員の方は、前職の『源泉徴収票』データは入力いたしません（前職の『源泉徴収 

票』有無のみの入力）ので、「摘要欄追加」画面と「業務共有」（『給与メニュー』）（508） 

中途入社課税累計（509）中途入社社保累計（510）中途入社税金累計の入力をしてく 

ださい。 

  

１ 
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２）外部取込 

 エクセルにて入力データを作成し、外部取込を行う。 

（エクセルの雛形は、お客様サイトよりダウンロード可能です） 

『人事管理』⇒『人事メニュー』－「外部取込」 
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（１）取込ファイル設定 

外部取込を行う際の設定を登録します。 

 

『人事メニュー』－「１．外部取込」「取込ファイル設定」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「取込ファイル設定一覧」画面を開き、設定を新たに追加する場合は、画面左下 

の「追加」ボタンを押下し、変更する場合は「編集」ボタンを押下してください。 

２．「取込ファイル設定登録」画面が表示されたら、「取込レイアウト」リストから、 

取込を行いたいデータの種別を選択し、その他必要な項目に入力をしてください。 

「エクセルシート名」は、指定がない場合１シート目(一番左側のシート）が読み 

込まれます。 

３．必要な項目の入力が完了したら、「更新」ボタンを押下してください。 

更新が完了したら「取込ファイル設定一覧」画面が表示されますので、一覧に登録

内容が反映されていることを確認してください。 

※お客様サイトよりダウンロードした雛型ファイルを使用し取込を行う場合は、

以下の設定で登録をしてください。 

 

他の項目は任意で設定してください。 
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（２）ファイル取込指示 

「取込ファイル設定」画面で登録した設定情報にて、ファイルの取込を行います。 

 

『人事メニュー』－「１．外部取込」「ファイル取込指示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「ファイル取込指示」画面を開き、画面上部の「参照」ボタンを押下します。 

取込を行うファイルを選択してください。 

② 取込ファイル設定一覧に「取込ファイル設定登録」画面で登録した設定情報が表示

されますので、その中から①で選択したファイルに該当する設定を選択しチェッ

クボックスにチェックを入れてください。 

③ 画面左下にある「取込」ボタンを押下します。 

「取込」ボタンを押下後、外部取込状況一覧にデータが 1行追加されます。 

 

 

 

 

④「ステータス」が『正常終了』となるまでは、取込が完了していませんので 

「再読込」ボタンを押下し、画面を再表示させてください。取込が完了するまで 

「ステータス」の確認をしてください。 

 

※ 取込ファイルの入力に誤りがあった場合取込エラーとなり、エラーリストが作成 

されます。エラーリストに従い取込ファイルを修正後、再度取込処理を実行して 

ください。 

  

１ 

２ 

３ 

４ 


